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令和２年司法試験予備試験の延期に伴う各種手続等について

法務省大臣官房人事課司法試験予備試験係

令和２年司法試験予備試験の延期に伴う各種手続等については，以下のとおりです。

１ 出願後の記載事項の変更

令和２年司法試験予備試験受験案内第２「出願後の記載事項の変更」の１「氏名，

郵便物送付先住所（郵便番号），電話番号又は本籍地の変更」の方法によってください。

２ 試験地の変更

原則として認めません。

ただし，遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は，申請書（適宜の用紙に，

受験者ＩＤ（付与されている場合），氏名（フリガナ），生年月日，住所及び電話番号

を明記の上，試験地（変更前・後）及び理由を記載したもの。）に当該事情を証明する

書類（転勤の場合は辞令等の写し）を添付の上，令和２年６月２６日（金）（消印有効）

までに申請してください。期限を過ぎた場合は，受け付けません。

なお，やむを得ない事情により申請がなされた場合においても，会場の関係等から

試験地の変更を認めることができない場合があります。

３ 短答式試験受験票兼受験者ＩＤ通知書の送付

令和２年７月２２日（水）を予定

※ 令和２年８月３日（月）までに到着しない場合は，司法試験委員会に問い合わせ

てください。

４ 合格発表の日時及び交付書類の発送時期について

合格発表の日時及び令和２年司法試験予備試験受験案内第３「受験者に交付される

書類」の交付書類２ないし７の発送時期については，追って法務省ホームページにお

いて公表します。

５ その他



今後，令和２年司法試験予備試験に係る情報については，適宜法務省ホームページ

において公表する予定ですので，同ホームページの情報を御確認願います。

また，その他御不明な点等につきましては，下記の問合せ先に御連絡願います。

【お問合せ先】

法務省大臣官房人事課 司法試験予備試験係

TEL：０３－３５８０－４１１１（代表）

FAX：０３－３５９２－７６０３

問合せへの対応：9:30～12:00，13:00～18:00（土日及び祝日等の休日を除く。）

【法務省ホームページ】

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00251.html


